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一般社団法人全国農業会議所出版部
	頁数
	項　　　目
	改訂概要

	
	本のサイズ
	A4サイズからB5サイズに変更

	
	文字のフォント
	ユニバーサルデザインフォントに変更

	
	はじめに
	・「今回の新訂版の改訂内容」等を変更

	1

	目次
	・「８営農型太陽光発電設備の取扱い」を・「８営農型太陽光発電に係るガイドライン」に変更

	2


	土地利用区分
図）農業振興地域と都市計画区域の関係
表）農地転用の推移
	
・面積、資料年次を最新のデータに更新
・最新のデータに更新

	3



	１　農地転用許可制度の概要
表）農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。
	
・許可不要の場合の内容を見直し、文章を加除


	9
	特別の立地条件を必要とするもの

	・「国道・県道」を「一般国道・都道府県道」に変更


	10

	都市計画法の開発許可が必要な農地転用を行う場合
	・（都市計画法第２９条）に政令第２０条を追加

	14

	（３）農用地区域から除外するための農用地利用計画の変更
	・①の（イ）から（エ）の農振法政令第８条の後に第１項を追加
・②の５要件を６要件に変更、従前の（ウ）（エ）（オ）を（エ）（オ）（カ）に変更し、新たに（ウ） （イ）に掲げるもののほか、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと　を追加

	24

	申請には次の書類が必要です
	・営農型太陽光発電設備の設置申請に係る添付書類を追加

	30

	８　営農型太陽光発電に係るガイドライン
	・「営農型太陽光発電設備の取扱い」から「営農型太陽光発電に係るガイドライン」に変更

	32

	９　違反転用に対する措置
	・違反転用に係る原状回復等の措置命令を履行しない事業者については公表する仕組みが法定化（令和６年６月成立）され、施行されています　を追加
・違反行為の罰則の懲役を拘禁刑に変更


	33
	違反転用に対する措置について
図）違反転用に対する一般的な対応の流れ


	・行政代執行の前に違反情報の公表を追加
・罰則の懲役刑を拘禁刑に変更


※）上記の他にも内容・表記の見直し、条ずれの修正等を行っています。
